
 

○
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
三
号 

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
律
を
実
施
す
る

た
め
、
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。 

令
和
三
年
九
月
二
十
九
日 

厚
生
労
働
大
臣 

田
村 

憲
久 

 
 

 

療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号

）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
（
請
求
の
補
正
） 

第
一
条
の
二 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
が

行
つ
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用

い
た
請
求
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
前
条
第
一
項
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た

情
報
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
う
ち
高
齢
者
の
医
療
の
確

保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
条
第
四
項
（
第

七
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
加
入
者
及
び
同
法
第
五
十
条
に
規
定
す
る
後

期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
加
入
者
等
」
と
い

う
。
）
の
資
格
に
係
る
情
報
に
軽
微
な
不
備
（
誤
記
、
記
載
漏
れ
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
明
白
な
誤
り
で
あ
つ
て
、
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
が
記

載
し
よ
う
と
し
た
事
項
を
容
易
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る

程
度
の
も
の
を
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
審
査
支
払
機
関
は
、
職
権
で

、
当
該
不
備
を
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
審
査
支

払
機
関
は
、
当
該
補
正
を
し
た
旨
を
、
当
該
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険

者
及
び
同
法
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
審
査
支
払
機
関
に
対
し

、
審
査
支
払
機
関
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
を
行
う
た
め
に
必
要
な
加
入

者
等
の
資
格
に
係
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

審
査
支
払
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
情
報
を
活
用
し

て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
を
行
つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
補
正
が
保

険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
が
行
つ
た
請
求
に
係
る
保
険
者
等
を
変
更
す
る

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
補
正
後
の
請
求
に
係
る
保
険
者
等
に
対
し
、
当

該
補
正
後
の
請
求
に
係
る
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

保
険
者
等
は
、
審
査
支
払
機
関
に
対
し
、
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局

が
行
つ
た
請
求
に
係
る
情
報
を
提
供
し
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
を

（
請
求
の
補
正
） 

第
一
条
の
二 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
が

行
つ
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用

い
た
請
求
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
前
条
第
一
項
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た

情
報
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
う
ち
高
齢
者
の
医
療
の
確

保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
条
第
四
項
（
第

七
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
加
入
者
及
び
同
法
第
五
十
条
に
規
定
す
る
後

期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資
格
に
係
る
情
報
に
軽
微
な
不
備
（
誤
記
、

記
載
漏
れ
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
明
白
な
誤
り
で
あ
つ
て
、
保
険
医
療
機
関

又
は
保
険
薬
局
が
記
載
し
よ
う
と
し
た
事
項
を
容
易
に
推
測
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
る
程
度
の
も
の
を
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
審
査
支

払
機
関
は
、
職
権
で
、
当
該
不
備
を
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
審
査
支
払
機
関
は
、
当
該
補
正
を
し
た
旨
を
、
当
該
保
険
医
療

機
関
又
は
保
険
薬
局
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
新
設
） 

    

（
新
設
） 

    

（
新
設
） 

 



 

行
う
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

保
険
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
申
出
を
行
う
た
め

、
審
査
支
払
機
関
に
対
し
、
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
が
行
つ
た
請
求

に
係
る
情
報
を
提
供
し
、
当
該
請
求
に
係
る
加
入
者
等
の
資
格
に
係
る
情
報

の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

審
査
支
払
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
者
等
か
ら
情
報
の
提
供
の

求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
保
険
者
等
に
対
し
、
保
険
医
療
機
関
又
は
保

険
薬
局
が
行
つ
た
請
求
に
係
る
加
入
者
等
の
資
格
に
係
る
情
報
を
提
供
す
る

も
の
と
す
る
。 

 

（
新
設
） 

   

（
新
設
） 

 
 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
の
代
行
） 

第
四
条 

前
四
条
の
規
定
は
、
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
を
主
た
る
構
成

員
と
す
る
団
体
（
そ
の
団
体
を
主
た
る
構
成
員
と
す
る
団
体
を
含
む
。
）
で

、
医
療
保
険
の
運
営
及
び
審
査
支
払
機
関
の
業
務
運
営
に
密
接
な
関
連
を
有

し
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
も
の
が
電
子
情
報
処
理
組
織
の

使
用
に
よ
る
請
求
の
事
務
を
代
行
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
一
条
第
一
項
中
「
費
用
を
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
医
師
、

歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
を
主
た
る
構
成
員
と
す
る
団
体
（
そ
の
団
体
を
主
た

る
構
成
員
と
す
る
団
体
を
含
む
。
）
で
、
医
療
保
険
の
運
営
及
び
審
査
支
払

機
関
の
業
務
運
営
に
密
接
な
関
連
を
有
し
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を

有
す
る
も
の
で
あ
つ
て
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
（

以
下
「
療
養
の
給
付
費
等
」
と
い
う
。
）
の
請
求
の
代
行
を
行
う
も
の
（
以

下
「
事
務
代
行
者
」
と
い
う
。
）
を
介
し
て
費
用
を
請
求
」
と
、
「
電
子
情

報
処
理
組
織
の
使
用
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処

理
組
織
の
使
用
」
と
、
「
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用

（
以
下
「
療
養
の
給
付
費
等
」
と
い
う
。
）
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
保
険

医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
」
と
、
「
厚
生
労

働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
従
つ
て
電
子
計
算
機
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行

者
を
介
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
従
つ
て
電
子
計
算
機
」
と
、

同
条
第
二
項
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介

し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
、
「
係
る
請
求
を
」
と
あ
る
の
は
「
係
る
請

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
の
代
行
） 

第
四
条 

前
三
条
の
規
定
は
、
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
を
主
た
る
構
成

員
と
す
る
団
体
（
そ
の
団
体
を
主
た
る
構
成
員
と
す
る
団
体
を
含
む
。
）
で

、
医
療
保
険
の
運
営
及
び
審
査
支
払
機
関
の
業
務
運
営
に
密
接
な
関
連
を
有

し
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を
有
す
る
も
の
が
電
子
情
報
処
理
組
織
の

使
用
に
よ
る
請
求
の
事
務
を
代
行
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
一
条
第
一
項
中
「
費
用
を
請
求
」
と
あ
る
の
は
「
医
師
、

歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
を
主
た
る
構
成
員
と
す
る
団
体
（
そ
の
団
体
を
主
た

る
構
成
員
と
す
る
団
体
を
含
む
。
）
で
、
医
療
保
険
の
運
営
及
び
審
査
支
払

機
関
の
業
務
運
営
に
密
接
な
関
連
を
有
し
、
か
つ
、
十
分
な
社
会
的
信
用
を

有
す
る
も
の
で
あ
つ
て
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
（

以
下
「
療
養
の
給
付
費
等
」
と
い
う
。
）
の
請
求
の
代
行
を
行
う
も
の
（
以

下
「
事
務
代
行
者
」
と
い
う
。
）
を
介
し
て
費
用
を
請
求
」
と
、
「
電
子
情

報
処
理
組
織
の
使
用
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処

理
組
織
の
使
用
」
と
、
「
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用

（
以
下
「
療
養
の
給
付
費
等
」
と
い
う
。
）
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
保
険

医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
」
と
、
「
厚
生
労

働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
従
つ
て
電
子
計
算
機
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行

者
を
介
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
従
つ
て
電
子
計
算
機
」
と
、

同
条
第
二
項
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介

し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
、
「
係
る
請
求
を
」
と
あ
る
の
は
「
係
る
請



 

 

求
を
事
務
代
行
者
を
介
し
て
」
と
、
「
前
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行

者
を
介
し
て
前
項
の
」
と
、
第
一
条
の
二
第
一
項
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織

」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
、
同
条

第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
中
「
行
つ
た
請
求
」
を
「
行
つ
た
事
務
代
行
者
を

介
し
た
請
求
」
と
、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織

」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
、
第
三

条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
あ
る
の
は

「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
、
「
始
め
よ
う
と
す
る

と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
始
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
事
務
代
行
者
を
介

し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を
や
め
よ
う
と
す
る
と
き
は

」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
」
と
あ
る
の
は
「

保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
及
び
事
務
代
行
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「

審
査
支
払
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組

織
の
使
用
に
よ
る
請
求
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
始
め
よ
う
と

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
審
査
支
払
機
関
」
と
、
「
電
子
情
報
処
理
組
織
の

使
用
に
よ
る
請
求
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る

年
月
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用

に
よ
る
請
求
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
始
め
よ
う
と
す
る
年
月

、
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を
や
め

よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
年
月
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以

外
の
部
分
中
「
を
変
更
」
と
あ
る
の
は
「
を
事
務
代
行
者
が
変
更
」
と
、
同

項
第
一
号
中
「
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
医
療

機
関
又
は
保
険
薬
局
及
び
事
務
代
行
者
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
電
子
情
報

処
理
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

求
を
事
務
代
行
者
を
介
し
て
」
と
、
「
前
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行

者
を
介
し
て
前
項
の
」
と
、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
電
子
情
報
処

理
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と

、
第
三
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
あ

る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
、
「
始
め
よ
う

と
す
る
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
始
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
事
務
代
行

者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を
や
め
よ
う
と
す
る

と
き
は
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
」
と
あ
る

の
は
「
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
及
び
事
務
代
行
者
」
と
、
同
項
第
二

号
中
「
審
査
支
払
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報

処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
始
め

よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
審
査
支
払
機
関
」
と
、
「
電
子
情
報
処
理

組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
始
め
よ
う

と
す
る
年
月
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織

の
使
用
に
よ
る
請
求
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
を
始
め
よ
う
と
す

る
年
月
、
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求

を
や
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
年
月
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号

列
記
以
外
の
部
分
中
「
を
変
更
」
と
あ
る
の
は
「
を
事
務
代
行
者
が
変
更
」

と
、
同
項
第
一
号
中
「
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
」
と
あ
る
の
は
「
保

険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
及
び
事
務
代
行
者
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
電

子
情
報
処
理
組
織
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
代
行
者
を
介
し
た
電
子
情
報
処
理

組
織
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 



 

 
 

 

附 

則 
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


